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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  開口部を有し、表裏が鋼板により覆われた防火ドア本体と、
  防火ドア本体の開口部の縁の表裏の鋼板間に設けられたアルミニウム合金製の形材を備
える開口部枠と、
  開口部枠により支持されて開口部を開閉する障子とからなり、
  表裏の鋼板のうち少なくとも一方の鋼板は、開口部の内周に張り出して障子の外周部と
室内外方向に重なる
  ことを特徴とする防火採風ドア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物に設ける防火採風ドアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、建物に設けるドアにおいて換気を可能とするために、換気のための開閉窓を
設けたドアは、例えば下記特許文献１に見られるように、知られていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００５－９７９０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　最近は、換気のための開閉窓を設けたドアにおいても、火災に対する安全性が求められ
ている。
【０００５】
　本発明は、換気のための開閉窓を設けたドアにおいて、火災時に、ドアに設けた開閉窓
の障子と窓枠との間から火炎や煙が室内に侵入することを防止することのできる防火採風
ドアを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  本発明は、開口部を有し、表裏が鋼板により覆われた防火ドア本体と、防火ドア本体の
開口部の縁の表裏の鋼板間に設けられたアルミニウム合金製の形材を備える開口部枠と、
開口部枠により支持されて開口部を開閉する障子とからなり、表裏の鋼板のうち少なくと
も一方は、開口部の内周に張り出して障子の外周部と室内外方向に重なることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ドア本体の表裏面を形成する鋼板が、防火ドアの採風窓を形成する障
子の框の外周部にまで張り出して室内外方向に重なっているので、開口部枠が直接火炎に
さらされることを防止できるとともに、ドア本体に設けた採風窓の開口部枠と障子との間
が鋼板により塞ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る防火採風ドアを示す図であり、（ａ）は外観図、（ｂ）
は内観図である。
【図２】本発明の実施形態に係る防火採風ドアの外観図（図１ａ）におけるＡ－Ａ縦断面
図である。
【図３】本発明の実施形態に係る防火採風ドアの内観図（図１ｂ）におけるＢ－Ｂ横断面
図である。
【図４】本発明の実施形態に係る防火採風ドアの開口部上枠と障子上部を示す縦断面図で
ある。
【図５】本発明の実施形態に係る防火採風ドアの開口部下枠と障子下部を示す縦断面図で
ある。
【図６】本発明の実施形態に係る防火採風ドアの開口部縦枠と障子戸先部を示す横断面図
である。
【図７】本発明の実施形態に係る防火採風ドアの開口部縦枠と障子吊元部を示す横断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の防火採風ドアの実施の形態を、図１に示す、防火ドア本体１の開口部に採風の
ための縦滑り出し式の開閉窓Ｗが設けられた防火採風玄関ドアの例を挙げて説明する。
【００１０】
（全体の構成）
　本発明の防火採風玄関ドアは、防火ドア本体１に開口部が設けられ、開口部に室内側に
滑り出して開口する縦滑り出し式の開閉窓Ｗが設けられて構成されている。開口部の室外
側には網戸付き格子８が設置され、防火ドア本体１の上部にはドアクローザーＣＬが設け
られており、ヒンジにより建物の開口部に揺動自在に固定される。
【００１１】
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（防火ドア本体の構成）
　図２、３に示すように、防火ドア本体１は、断面Ｕ字状の樹脂フレーム１１を上下左右
の四周に組んでなるフレーム枠の表裏面を鋼板１２ａ，１２ｂにより覆ってなるパネルに
より構成されている。
　各樹脂フレーム１１は、Ｕ字状の開口を防火ドア本体１の内方に向けてあり、鋼板１２
ａ，１２ｂの四周端は樹脂フレーム１１の外周に沿うように屈曲され、パネルの各端面に
おいて、鋼板１２ａ，１２ｂと各樹脂フレーム１１と各樹脂フレーム内方に配置される各
スチール補強材１３がネジ等により結合固定されている。
【００１２】
　防火ドア本体１には開口部が設けられており、表裏を覆う鋼板１２ａ，１２ｂは開口部
周縁付近でステンレス製補強材９１，９２，９３，９４により連結されており、表裏の鋼
板１２ａ，１２ｂが分離することを防止している。開口部の周縁には上枠２１、下枠２２
、左右の縦枠２３，２４を四周組みして成る開口部枠２が設けられており、上框３１、下
框３２、戸先框３３及び吊元框３４を四周框組みしその内周にガラスを嵌め込んで成る障
子３が開口部枠２に支持される開閉機構４により、室内側に向けて開閉自在に支持されて
いる。
【００１３】
（開口部枠の構成）
　図４～７に示すように、開口部枠２の上枠２１、下枠２２、左右縦枠２３，２４は、ア
ルミニウム合金製の外形材と内形材とを断熱性を有する連結材により連結して構成され、
防火ドア本体１の表裏の鋼板１２ａ，１２ｂの間に配置されており、両側面が表裏の鋼板
１２ａ，１２ｂにより覆われている。
【００１４】
　外形材２１１，２２１，２３１，２４１は、その外周側に延びる固定部２１１ａ，２２
１ａ，２３１ａ，２４１ａ、連結材２１３，２２３，２３３，２４３を保持する溝部２１
１ｂ，２２１ｂ，２３１ｂ，２４１ｂ及び内周方向に延設された延設部２１１ｃ，２２１
ｃ，２３１ｃ，２４１ｃとにより構成され、延設部２１１ｃ，２２１ｃ，２３１ｃ，２４
１ｃは開閉窓Ｗの閉塞時に障子３の各框に対して室内外方向で重なり、その先端に室内側
に向けて障子３の各框の室外側面に当接する気密材６１が取り付けられて戸当り部２１１
ｄ，２２１ｄ，２３１ｄ，２４１ｄが形成されている。
【００１５】
　内形材２１２，２２２，２３２，２４２は、その外周側に延びる固定部２１２ａ，２２
２ａ，２３２ａ，２４２ａ、連結材２１３，２２３，２３３，２４３を保持する溝部２１
２ｂ，２２２ｂ，２３２ｂ，２４２ｂ及び見込み面を形成する見込み面部２１２ｃ，２２
２ｃ，２３２ｃ，２４２ｃとにより構成され、外形材と内形材のそれぞれの溝部に連結材
が嵌合されることにより、外形材と内形材とが断熱されながら連結されて各枠が構成され
ている。
【００１６】
　そして、上枠２１、下枠２２の内形材２１２，２２２の見込み面部２１２ｃ，２２２ｃ
の内周側には、障子３の開閉機構４を支持する中空矩形の上補助材２１４，下補助材２２
４が配置され、外形材２１１，２２１の延設部２１１ｃ，２２１ｃと上下の補助材２１４
，２２４とにより、内周方向に開口する空間Ｓ１，Ｓ２が形成されている。
【００１７】
　上補助材２１４及び下補助材２２４の内部にはスチール補強材２１４ａ，２２４ａが配
置されており、上補助材２１４及び下補助材２２４には障子３の開閉機構４がスチール補
強材２１４ａ，２２４ａを介してネジ等により支持固定されている。また、上補助材２１
４及び下補助材２２４の室内側面には閉塞時に開閉窓Ｗの障子３の上框３１、下框３２に
当接する気密材６２が取り付けられている。
【００１８】
　上枠２１及び下枠２２の外形材２１１，２２１を覆う鋼板１２ａの室外側面には、開口
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部縁に沿って気密材６３を介して上下の補助枠２１５，２２５が配置され、補助枠２１５
，２２５の内周側縁端が室内方向に屈曲されて鋼板１２ａ及び外形材２１１，２２１の内
周側端面を覆っている。そして、外形材２１１，２２１の延設部２１１ｃ，２２１ｃ、鋼
板１２ａ及び上下の補助枠２１５，２２５は、リベット等により一体的に連結固定されて
いる。
【００１９】
　一方、左右の縦枠２３，２４の外形材２３１，２４１を覆う鋼板１２ａの室外側面には
、開口部縁に沿って網戸付き格子８の格子縦枠８３，８４が配置されている。格子縦枠８
３，８４には、その内周側縁端に室内側に向かって係止部８３ａ，８４ａが設けられてお
り、係止部８３ａ，８４ａを外形材２３１，２４１の内周側端面に係合するとともに、固
着手段等により、外形材２３１，２４１の延設部２３１ｃ，２４１ｃ、鋼板１２ａ及び格
子縦枠８３，８４が一体的に連結固定されている。
【００２０】
　上枠２１、下枠２２、左右縦枠２３，２４の内形材２１２，２２２，２３２，２４２を
覆う鋼板１２ｂの室内側面には、開口部縁に沿って気密材６４を介して上額部枠２１６、
下額部枠２２６、左右の縦額部枠２３６，２４６が配置され、各額部枠２１６、２２６、
２３６、２４６の内周側縁端が室外方向に屈曲されて鋼板１２ｂ及び内形材２１２，２２
２，２３２，２４２の内周側端面を覆っている。そして、内形材２１２，２２２，２３２
，２４２、鋼板１２ｂ及び各額部枠２１６、２２６、２３６、２４６は、リベット等によ
り一体的に連結固定されている。
【００２１】
（障子の構成）
　開口部枠２に開閉自在に支持される障子３の上框３１、下框３２、戸先框３３、吊元框
３４はアルミニウム合金製の外形材と内形材とを断熱性を有する連結材により連結して構
成されている。
【００２２】
　内形材３１２，３２２，３３２，３４２はガラス溝を構成するガラス保持部３１２ａ，
３２２ａ，３３２ａ，３４２ａ、連結材３１３，３２３，３３３，３４３を保持する溝部
３１２ｂ，３２２ｂ，３３２ｂ，３４２ｂ及び障子３の外周方向に延設される延設部３１
２ｃ，３２２ｃ，３３２ｃ，３４２ｃとにより構成される。戸先框３３，吊元框３４の内
形材３３２，３４２の延設部３３２ｃ，３４２ｃの先端にはステンレス製補強材９５，９
６と係合する係合部３３２ｄ，３４２ｄが形成されている。
【００２３】
　外形材３１１，３２１，３３１，３４１はガラス溝を構成するガラス保持部３１１ａ，
３２１ａ，３３１ａ，３４１ａ、断面中空矩形の本体部３１１ｃ，３２１ｃ，３３１ｃ，
３４１ｃ及び連結材３１３，３２３，３３３，３４３を保持する溝部３１１ｂ，３２１ｂ
，３３１ｂ，３４１ｂとにより構成されており、本体部３１１ｃ，３２１ｃ，３３１ｃ，
３４１ｃ内にはスチール補強材３１１ｄ，３２１ｄ，３３１ｄ，３４１ｄが配置されてい
る。外形材と内形材のそれぞれの溝部に連結材が嵌合されることにより、外形材と内形材
とが断熱されながら連結されて各框が構成されている。
【００２４】
　障子３の上框３１、下框３２、戸先框３３、吊元框３４のガラス溝には、グレージング
チャンネル９９を介してガラスパネルの縁部が嵌め込まれており、グレージングチャンネ
ル９９の外周側にはステンレス製のガラス溝補強材９８がガラス溝の全長に亘って配置さ
れている。
　そして、開閉窓Ｗの閉鎖時には、各框３１，３２，３３，３４の外形材３１１，３２１
，３３１，３４１の室外側面が開口部枠２の各枠２１，２２，２３，２４の外形材２１１
，２２１，２３１．２４１に設けられた戸当り部２１１ｄ，２２１ｄ，２３１ｄ，２４１
ｄの気密材６１に当接して、開口部枠２と障子３との間の気密がなされている。
【００２５】
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　上框３１及び下框３２の外形材３１１，３２１は、本体部３１１ｃ，３２１ｃ内のスチ
ール補強材３１１ｄ，３２１ｄを介して開閉機構４にネジ等により連結固定されている。
障子３の閉鎖時には、上框３１及び下框３２の内形材３１２，３２２の延設部３１２ｃ，
３２２ｃが上下の補助材２１４，２２４の室内側面に設けられた気密材６２に当接してい
る。
【００２６】
　戸先框３３及び吊元框３４の外形材３３１，３４１の本体部３３１ｃ、３４１ｃの外周
側面から内形材３３２，３４２の延設部３３２ｃ，３４２ｃの室外側面にかけて断面略Ｌ
字型で短尺のステンレス製補強材９５，９６が配置され、延設部３３２ｃ，３４２ｃ先端
の係合部３３２ｄ，３４２ｄに対して係合されるとともに外形材３３１，３４１にスチー
ル補強材３３１ｄ，３４１ｄを介してリベット締め等により固定されることにより、戸先
框３３及び吊元框３４の外形材と内形材との分離を防止している。
【００２７】
　そして、戸先框３３及び吊元框３４の外形材３３１，３４１の本体部３３１ｃ，３４１
ｃの外周側面には外周方向に開口して上下方向に延びる溝部３３１ｅ，３４１ｅが形成さ
れており、戸先框３３の溝部３３１ｅ内周はステンレス製補強材９７により補強され、補
強された溝部３３１ｅ内をロックピン４１が上下動自在に配置されている。
【００２８】
　吊元框３４の溝部３４１ｅ内には、外周方向に向かって長手方向に亘って突出する突出
片３４５が固定されており、突出片３４５が開閉窓Ｗの閉鎖時に生じる開口部枠２と障子
３との間の空間に突き出して室内外に連通する大きな隙間が生じることを防止するととも
に、開口部枠２と障子３との間の空間を区画して空間Ｓ３を形成している。
【００２９】
　そして、開閉窓Ｗの吊元側の縦枠２４の内形材２４２の見込み面部２４２ｃには、内周
方向に向かって反り防止片２４２ｄが設けられており、火災時の熱により室内側に湾曲す
る障子３の吊元框３４の突出片３４５に当接して、反りによる隙間の発生を抑えている。
【００３０】
　上枠２１、下枠２２、左右縦枠２３，２４の外周側には表裏の鋼板１２ａ，１２ｂを連
結するステンレス製補強材９１，９２，９３，９４が配置され、その室外側部９１ａ，９
２ａ，９３ａ，９４ａが各枠の外形材２１１，２２１，２３１，２４１の固定部２１１ａ
，２２１ａ，２３１ａ，２４１ａと共に室外側の鋼板１２ａに対してネジ等により共締め
され、その室内側部９１ｂ，９２ｂ，９３ｂ，９４ｂが各枠の内形材２１２，２２２，２
３２，２４２の固定部２１２ａ，２２２ａ，２３２ａ，２４２ａと共に室内側の鋼板１２
ｂに対してネジ等により共締めされて連結固定されている。
【００３１】
　ステンレス製補強材９１，９２，９３，９４は、ステンレス製の板材を折り曲げて形成
される長尺部材であり、室外側部９１ａ，９２ａ，９３ａ，９４ａと室内側部９１ｂ，９
２ｂ，９３ｂ，９４ｂとの間には、内周方向に屈曲される凸部９１ｃ，９２ｃ，９３ｃ，
９４ｃが形成されている。なお、ステンレス製補強材は、短尺部材として形成されてもよ
い。
【００３２】
　そして、凸部９１ｃ，９２ｃ，９３ｃ，９４ｃが各枠の内形材２１２，２２２，２３２
，２４２の見込み面部２１２ｃ，２２２ｃ，２３２ｃ，２４２ｃに対して外周側よりネジ
等により連結されている。
【００３３】
　特に、上枠２１及び下枠２２の外周側に配置されるステンレス製補強材９１，９２の凸
部９１ｃ，９２ｃには、内形材２１２，２２２の見込み面部２１２ｃ，２２２ｃと共にス
チール補強材２１４ａ，２２４ａを介して上補助材２１４及び下補助材２２４が連結固定
される。また、開閉窓Ｗの戸先側の縦枠２３の外周側に配置されるステンレス製補強材９
３の凸部９３ｃには、内形材２３２の見込み面部２３２ｃと共に戸先框３３の見込み面に
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設けられるロックピン４１を係止するロック片４２が連結固定される。
【００３４】
　なお、ステンレス製補強材９１，９２，９３，９４の室外側部９１ａ，９２ａ，９３ａ
，９４ａ、室内側部９１ｂ，９２ｂ，９３ｂ，９４ｂ及び凸部９１ｃ，９２ｃ，９３ｃ，
９４ｃの連結部は、断熱材ｐを介して外形材及び内形材に当接されており、連結部以外の
部分は、各枠体に対して間隔を開けて配置されることにより、各枠の外形材と内形材との
間の熱伝導を防止している。
【００３５】
（防火構造）
　図４～７に示すように、開口部枠２を構成する上枠２１、下枠２２、左右の縦枠２３，
２４は表裏の鋼板１２ａ，１２ｂの間に配置されており、各枠の外形材２１１，２２１，
２３１，２４１及び内形材２１２，２２２，２３２，２４２は表裏の鋼板１２ａ，１２ｂ
により覆われて両側面に露出していない。
　特に、外形材２１１，２２１，２３１，２４１の延設部２１１ｃ，２２１ｃ，２３１ｃ
，２４１ｃは、開閉窓Ｗの閉塞時に障子３の各框に対して室内外方向で重なるように内周
方向に大きく延設されているが、外形材２１１，２２１，２３１，２４１を覆う鋼板１２
ａも外形材２１１，２２１，２３１，２４１の戸当り部２１１ｄ，２２１ｄ，２３１ｄ，
２４１ｄにまで延設され、開口部枠２と障子３との間の空間が鋼板１２ａにより覆われて
いる。
【００３６】
　そして、図４、５に示すように、鋼板１２ａにより保護される外形材２１１，２２１の
延設部２１１ｃ，２２１ｃの室内側には空間Ｓ１，Ｓ２が形成され、空間Ｓ１，Ｓ２内に
おける上補助材２１４及び下補助材２２４の室外側面と外形材２１１，２２１の延設部２
１１ｃ，２２１ｃの室内側面には、熱膨張耐火材５１，５２，５３，５４が配置されてい
る。
【００３７】
　また、図６、７に示すように、鋼板１２ａにより保護される縦枠２３，２４の外形材２
３１，２４１の延設部２３１ｃ，２４１ｃの室内側には空間Ｓ３，Ｓ４が形成され、空間
Ｓ３，Ｓ４内における縦枠２３，２４の見込み面には、外形材２３１，２４１と内形材２
３２，２４２とを連結する連結材２３３，２４３を覆うように熱膨張耐火材５５，５６が
配置されている。
【００３８】
　以上のように、開口部枠２を表裏の鋼板１２ａ，１２ｂの間に配置するとともに、一方
の鋼板１２ａを開閉窓Ｗの内周方向に大きく延設して開閉窓Ｗの閉塞時に障子３の各框に
対して室内外方向で重なるように構成することにより、鋼板１２ａ，１２ｂが開閉窓Ｗを
構成するアルミニウム合金製の開口部枠２を保護して直接火炎にさらされることを防止で
きるとともに、ドアに設ける窓を開閉窓とすることによって生じる開口部枠２と障子３と
の間を鋼板１２ａによって防ぐことができるので、防火性能を落とすことなく、防火ドア
に採風のできる開閉窓Ｗを設けることができる。
【００３９】
　そして、火災時には、熱膨張耐火材が鋼板１２ａにより保護される空間内で膨張して充
満するので、枠体の溶解等によって熱膨張耐火材自体が脱落することなく、連結材の燃焼
時に発生する有毒な気体を防火ドア本体１内部に確実に閉じ込めて外部に放出されるのを
防止することができる。
　さらに、膨張した熱膨張耐火材は空間よりあふれ出て開口部枠２と障子３との間におけ
る室内外の連通を確実に防止することができる。
【００４０】
　さらに言えば、鋼板１２ａにより開口部枠２の戸当り部２１１ｄ，２２１ｄ，２３１ｄ
，２４１ｄを覆っているので、揺動を伴う開閉窓Ｗを備える防火採風ドアに採用した場合
には、障子３の開閉により衝撃を受ける戸当り部の補強ができ、開閉窓Ｗの耐久性を向上
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【００４１】
　なお、以上の実施の形態では、開口部に設けられる開閉窓として縦滑り出し窓を設置し
た防火採風ドアを例示しているが、本発明の防火ドアの開口部に設けられる開閉窓は特に
限定されるものではなく、たとえば引き違い窓を採用してもよく、その際には、室内外両
面の鋼板を開閉窓Ｗの内周方向に大きく延設しても良い。
【符号の説明】
【００４２】
１　防火ドア本体
　１２ａ，１２ｂ　鋼板
２　開口部枠
　２１　上枠
　２２　下枠
　２３　戸先側の縦枠
　２４　吊元側の縦枠
３　障子
　３１　上框
　３２　下框
　３３　戸先框
　３４　吊元框
４　開閉機構
　４１　ロックピン
　４２　ロック片
　５１，５２，５３，５４，５５，５６　熱膨張耐火材
　６１，６２，６３，６４　気密材
８　網戸付き格子
　　８３，８４　格子縦枠
９１，９２，９３，９４　ステンレス製補強材
Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４　空間
Ｗ　開閉窓
ｐ　断熱材
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